
１８歳巣立ち応援プロモーション推進業務委託 

事業者選定に係る公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 業務目的 

  南相馬市では令和４年度から、巣立ち応援１８歳祝い金支給事業（以下、本事業）を開始し、本市

の次世代を担うこどもたちの成人を祝い、１８歳を迎える市民へ祝い金を支給しています。 

本事業は、新たな門出に立つ１８歳へエールを送り、１８歳を迎えるこどもたちの本地域への愛着

を高めること、また、地域社会全体でこども・子育てを応援する機運の醸成を高めることを目的とし

ています。 

その目的を達成するため、ポスターの制作及び対象者である１８歳の本地域への愛着の醸成を図る

イベントの開催に加え、本事業におけるプロモーション展開等の情報発信に関する総合的なプロデュ

ースも包含した形で業務委託を実施します。 

 

２ 業務の概要 

（１） 業務委託名 

１８歳巣立ち応援プロモーション推進業務委託 
 

（２）業務内容 

  ① ポスターの企画、制作及び印刷に係るすべての業務（デザイン、写真撮影等を含む） 

  ② 卒業おめでとう撮影会イベントの企画・実施 

  ③ プロモーション活動の企画立案 

  ※詳細は、別紙「１８歳巣立ち応援プロモーション推進業務委託仕様書」（以下、仕様書）を参照願

います。 

  

（３）契約期間 

契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

 

（４）委託契約限度額 

   ３，３０９，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    

（５）担当課 

   〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目 27番地 

   南相馬市役所 こども未来部こども家庭課こども企画係（担当：鈴木、山内） 

（南相馬市役所東庁舎１階） 

   電話：0244-24-5229 FAX：0244-24-5740 

 電子メールアドレス kodomokatei@city.minamisoma.lg.jp 

本プロポーザルは、南相馬市令和８年度当初予算の成立を前提とした年度開始前の準備

手続であり、南相馬市議会において当初予算案が否決された場合には、委託契約を締結しな

いものとします。なお、契約しなかった場合においても、応募者が本業務を実施するために

支出した費用（準備行為を含む）、提供した知見の対価等については、一切補償しません。 

mailto:kodomokatei@city.minamisoma.lg.jp


３ 業者選定までの予定 

受託事業者選定までのスケジュールについては以下のとおり。 

項目 日程 

募集要項の公表 令和８年２月２４日（火） 

質問書の受付 
令和８年２月２４日（火）から 

令和８年３月 ６日（金）午後５時必着 

質問書への回答期限 令和８年３月１０日（火） 

参加申込みの受付 
令和８年２月２４日（火）から 

令和８年３月１３日（金）午後５時必着 

入札参加資格の申請 

（※名簿未登録の者のみ） 

令和８年３月１２日（木）午後５時必着 

※詳しくは「１９ 入札参加資格受付に関する事

項」参照のこと 

参加資格の有無の回答期限 令和８年３月１７日（火） 

参加資格の説明請求期限 

（※参加資格がないと判断された者のみ） 
令和８年３月２３日（月） 

参加資格の説明請求回答期限 令和８年３月２５日（水） 

企画提案書の受付 
令和８年３月１７日（火）から 

令和８年３月２７日（金）午後５時必着 

プレゼンテーション及びヒアリング 令和８年４月 ３日（金） 

入札契約審査会 

（審査結果報告及び審議） 
令和８年４月上旬 

候補者選定結果の通知 令和８年４月上旬 

契約締結 令和８年４月上旬 

※プレゼンテーションの開催時間は決定次第、応募業者へ通知する。 

 

４ 参加資格条件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とし、本提案に基づく業務内

容を適切かつ確実に遂行できる十分な事業規模及び安定的な経営基盤を有する法人であることとする。 

（１）令和 7・8年度南相馬市入札参加資格者名簿に登録されている者とし、公告の日から入札執行の日

までの間に、有資格業者に対する指名停止に関する要綱（平成１８年南相馬市告示第４号）による

指名の停止を受けていない者であること。 

（２）（１）の名簿に登録されていない者については、入札参加資格審査申請をし、参加申込書の受付期

限までに受理を受けた者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でな

いこと（南相馬市長が入札参加資格を有すると認めた者を除く。）。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でな

いこと。（南相馬市長が入札参加資格を有すると認めた者を除く。）。 

（６）南相馬市建設工事等暴力団排除措置要綱（平成１８年南相馬市訓令第３０号）に定める指名回避

措置要件に該当していないこと。 

（７）国又は地方公共団体との契約に関して、参加申込書の提出の時点で、履行期限までの間に、指名



停止を受けている期間がないこと。 

（８）法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を完納していること。 

（９）本公告に示した業務を確実に履行できる者であること。 

（１０）これまでに本案件と類似する業務の実績（被写体を起用したポスターデザイン制作業務等）があ

ること（業務実績一覧（様式３）に実績がわかる書類を添付すること。）。 

 

５ 参加申込手続 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次にあげる書類を提出してください。 

なお、提出受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く平日の午前９時から午後５時までとします。 

（１）提出書類 

  ①参加申込書（様式１） 

  ②会社概要書（様式２）及びパンフレット等（パンフレット等がない場合は不要） 

  ③商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

   ※組合等の場合は、規約（規約に準じる書類）、組合員名簿を添付してください。 

  ④業務実績一覧（様式３） 

  ⑤業務の実施体制（様式４） 

  ⑥過去２期分の決算書（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書等）又は業務報告書

（収支状況が分かるもの） 

  ⑦地方税（法人事業税）の完納証明書（写し可） 

   ※証明書発行日は提出日前３か月以内のもの 

  ⑧国税（法人税、消費税及び地方消費税）の完納証明書（写し可） 

   ※税務署が発行する納税証明書（未納税額がないことの証明書） 

   ※証明書発行日は提出日前３か月以内のもの 

  ⑨令和7・8年度南相馬市入札参加資格審査申請書受理票の写し 

（２）提出期限 

   令和８年３月１３日（金）午後５時（必着） 

（３）提出部数 

   紙媒体で各１部とします。 

（４）提出先 

   ２（５）担当課に同じ 

（５）提出方法 

   持参又は郵送 

   ※郵送の場合は書留もしくはレターパックなど送付状況が確認できるものを利用し、期限までに

到着するように発送してください。 

   ※提出する際は、外封筒の表に「１８歳巣立ち応援プロモーション推進業務委託公募型 

プロポーザル参加申込書在中」と朱書きしてください。 

 

６ 参加資格の確認 

（１）参加資格の確認 

   参加資格の確認結果は、令和８年３月１７日（火）までに通知します。 

（２）説明請求 

   参加資格を満たさないと判断された者は、市に対して参加資格がないと判断した理由について、   



令和８年３月２３日（月）までに書面（様式自由。ただしＡ４判とする。）により説明を求めるこ  

とができます。 

   市は、説明を求められたときは、令和８年３月２５日（水）までに説明を求めた者に対して書面

により回答します。 

（３）参加受付後の資格喪失 

   参加受付後に「４ 参加資格要件」の要件を欠く事実が発覚した場合、プロポーザルへの参加を

取り消します。 

 

７ 質疑応答について 

提案を行うにあたり疑義が生じた場合は、次のとおり質問書を提出してください。 

（１）様式 

質問書（様式５）を使用してください。 

（２）照会先 

   ２（５）担当課に同じ 

（３）照会方法 

   電子メールで提出後、電話で連絡の上、電子メールの到達確認をお願いします。 

（４）照会期限  

   令和８年３月６日（金）午後５時まで 

（５）回答方法  

質問書を受け取り後、令和８年３月１０日（火）までに原則としてホームページに掲載して回答

します。 

※質問に対する回答は、本要項及びその他配布された提供資料の追加配布又は修正とみなします。 

（６）その他  

① 審査委員の役職・氏名に関する質問については、一切応じません。 

② 他の参加事業者に関する質問については、一切応じません。 

③ 審査の経過及びその内容に関してのお問い合わせ、審査結果に対する異議申し立てには一切

応じません。 

 

８ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

ア.企画提案書（任意様式） 

別紙仕様書の要件を満たす、次の内容に基づき企画提案を行ってください。 

① 日本工業規格Ａ４用紙を横に使用し、長辺綴じとします。当該企画を超える大きさの用紙を

使用する場合は、折り込み等によりＡ４サイズ以下に収まるようにしてください。 

② 企画提案書の表紙には、「１８歳巣立ち応援プロモーション推進業務委託に係る企画提案書」

及び社名を記載してください。 

③ 表紙を除くページにページ番号を入れてください。 

④ 「９ 審査方法および審査基準（６）」により評価が可能な内容を記載してください。 

⑤ 事業実施にあたってのサービス概要、サービスの特性、事業効果などを記入してください。 

⑥ 事業に関わる当事者別に、事業の進捗がイメージできるスケジュールを作成してください。 

⑦ 企画提案書は、審査資料として使用するほか、業務請負時の基本案と見なすこととしますの

で、実際の業務請負後に大きな変更・修正等が生じない内容としてください。 



イ.ポスターイメージ 

     別紙仕様書に基づき、ポスターイメージ案を作成し、Ａ４サイズ、カラーにて出力し、１部

提出してください。 

ウ.見積書（様式６） 

① 「２ （２）業務内容」に記載する業務に要する全ての額を計上した見積書（様式６）を提

出してください。見積書には、消費税及び地方消費税を含む金額（１００分の１０を加算し

た金額）を記載してください。 

② 見積金額の内訳を添付してください。（任意様式） 

（２）留意事項 

① 提案書は１事業者につき１案とします。 

② 提出された書類は返却しません。 

③ 提出書類受理後における、企画提案書等の差し替えおよび再提出は原則として認めません。 

④ 企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、参加申込および企画提案等を無効とします。 

⑤ 提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合があります。 

⑥ 提出された書類は、審査目的以外で使用しません。ただし、業務の円滑な推進のために必要と

判断される場合は、事前に提出者の了解を得た上で、審査目的以外に使用する場合があります。 

⑦ 提出された提案書類等は、南相馬市情報公開条例（平成１８年南相馬市条例第２２号）の対象

行政情報となるため、公開される可能性があります。 

⑧ 見積額は本業務において、最も優秀な企画提案を行った事業者（優先交渉業者）を選定するも

のであり、本業務の契約額ではありません。 

⑨ 業務の全部を包括的に第三者に再委託することはできません。 

（３）提出期限及び提出方法 

① 提出部数 

紙媒体７部（ただし見積書については１部）、電子データをＣＤ－Ｒで１部提出してください。 

② 提出期限  

令和８年３月２７日（金）午後５時（必着） 

③ 提出方法  

持参又は郵送 

    ※郵送の場合は、書留もしくはレターパックなど送付状況が確認できるものを利用し、「１８歳

巣立ち応援プロモーション推進業務委託公募型プロポーザル企画提案書在中」と明記すること。 

※持参、郵送に問わず、提出する際は、提出書類一式をフラットファイルＡ４判タテ型 に綴じ

ること。 

④ 提出先  

    ２（５）担当課に同じ 

 

９ 審査方法および審査基準 

 プロポーザルに係る審査は、別に定める「１８歳巣立ち応援プロモーション推進業務委託プロポーザ

ル審査委員会設置要綱」に基づく「１８歳巣立ち応援プロモーション推進業務委託プロポーザル審査委

員会」（以下「審査委員会」）が行います。なお、プレゼンテーションによる審査は以下のとおりとしま

す。 

（１） 実施日 

令和８年４月３日（金） 午前１０以降を予定 



    時間等の詳細については、改めて各提案者に通知します。その際に、提案内容に関す 

る追加資料を依頼する場合があります。 

（２） 会 場 

南相馬市役所東庁舎 ２階 第１会議室（南相馬市原町区本町二丁目２７番地） 

（３） 内 容 

提案書に基づく説明及び審査員による質疑 

（４） 時間配分 

１提案者につき４０分以内を予定する。（プレゼンテーション３０分、質疑１０分） 

（５）審査内容 

   審査内容については、１８歳巣立ち応援プロモーション推進業務委託公募型プロポーザル審査委

員会において、企画提案内容について、総合的に判断して選定します。 

（６）審査基準 

次の評価表のとおり、審査項目毎に、評価基準と点数を設定します。 

審査項目 評価の視点 点数 

１ 業務実績 
類似事業等に関す

る業務実績 

・本委託業務と類似する業務の実績（被写体

を起用したポスターデザイン制作業務等）か

ら、提案内容を円滑に遂行できるか。 

１０点 

２ 企画提案 

の内容 

① 理解度 
・本委託業務における趣旨・目的を的確に捉

えているか。 
１０点 

② 戦略的な広報

活動 

・各種広告媒体等を活用した戦略的な広報活

動となっているか。 
１０点 

③ 支給通知文書

の提案 

・支給通知文書は対象者に関心を持ってもら

えるようなデザイン等になっているか。 
５点 

④ ポスター制作 

・魅力的なデザインでテーマ及び内容を表現

する企画提案となっているか。 
１０点 

・魅力的な写真ポスター制作の可能性が高い

ものであるか。 
３０点 

⑤ 撮影会イベント 

・撮影会イベントにおいて、対象者が思い出

に残る工夫や本地域への愛着の醸成を図る

機会が設けられているか。 

１０点 

３ 企画実行力 

① 実現性 ・実現可能性が高い提案であるか。 ５点 

② 事業費の妥当性 

・業務に必要な経費等の積算内容に無理がな

く、価格の点で優れた提案となっているか。 

 （ア）最低価格提示者 10点（満点） 

 （イ）最低価格提示者以外 

   最低価格÷当業者見積額×10点 

（小数点以下切り捨て） 

※提示額が上限額を超えた場合は失格とす

る。 

１０点 

合計点数 １００点 



 

（７）その他 

① プレゼンテーションに使用できる機器その他詳細については、参加者への審査会開催通知時に

案内するものとします。 

② プレゼンテーション時の説明は、原則として本業務の主担当として配置予定の方が行ってくだ

さい。 

③ プレゼンテーションは、提出書類をもとに行い、追加の提案及び資料配布は禁止とします。 

④ プレゼンテーションは、非公開とします。 

（８）候補者の選定 

① 事務局は集計結果を審査委員会に報告し、平均得点が最も高い事業者を委員の承諾を得て候補

者に決定します。 

② 平均得点が最も高い事業者が複数ある場合は、原則として委員の表決（過半数の賛成）により

候補者を決定する。なお、委員の表決が同数の場合は、委員長が候補者を決定します。 

③ 選定にあたっては、合計得点の平均点が６０点以上であることを条件とします。 

なお、提案が１事業者のみの場合においても同様の方法を適用します。 

 

１０ 参加者の失格または無効 

 次の各号のいずれかに該当した場合は、失格となる場合があります。 

（１）参加資格要件を満たさない場合 

（２）提案書の提案方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

（３）本要領で規定する提案書の作成様式及び記載上の留意事項として示された条件に適合しない場合 

（４）提出書類に虚偽の記載をした場合 

（５）プレゼンテーションに出席しなかった場合（指定された時間に遅れた場合を含む。） 

（６）審査の公平性を害する行為があった場合 

（７）選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触した場合 

（８）前各号に掲げるもののほか本要領に違反すると認められる場合 

 

１１ 結果の公表 

（１）審査委員会の選定に基づき、総合的に判断して最も優秀と認められる事業者を決定します。 

（２）市は、（１）の審査結果を入札契約審査委員会の審議に付し、契約相手方の特定を行いま   

す。 

（３）契約相手方の特定結果は、提案者全員に対し、令和８年４月中旬（予定）に「公募型プロポーザ

ル方式結果通知書」にて通知します。 

（４）結果等に対し、提案者の異議申立ては一切認めません。 

 

１２ 事前協議 

 市は、最も優秀と認められる事業者と業務委託契約手続きのための協議を行います。市と提案書をも

とに契約締結のための仕様確認等の協議を行った上で、改めて見積書を提出してください。 

その際の見積額は原則として提案書の提案価格の範囲内とします。 

なお、スケジュールや実施内容等において、採用された提案内容の一部の修正を依頼する場合があり

ます。この場合、契約手続の際に当該修正を反映した提案書類を改めて作成し、提出を求める可能性が

あります。 



 

 

１３ 契約 

 「１２ 事前協議」による協議に基づき、契約書を作成し、契約の締結を行います。 

 

１４ 次順位者の繰り上げ 

最も優秀と認められる事業者と契約を締結することができない何らかの事由が発生した場合は、プロ

ポーザルにおいて次順位以下となった参加者のうち、評価等が上位であった者から順に当該業務につい

ての交渉を行うことができるものとします。 

 

１５ 提案書の取扱い 

（１）受託候補者が提案された書類等は全て、南相馬市に帰属することとします。 

（２）南相馬市は、受注候補者の提案に含まれる特許権、意匠権、商標権等を無償で使用できることと

します。 

 

１６ その他特記事項 

（１）手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨とします。 

（２）提案書の作成のために南相馬市が配布した資料は、南相馬市の了解なく公表、使用することはで

きません。 

（３）業務上知り得た情報を他に漏らしてはいけません。 

（４）参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、「辞退届」（任意様式）を提出することとします。 

（５）提案書に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して、

入札参加資格者名簿に登載されていても指名を見合わせることもあるため留意してください。 

（６）参加申込書の提出以降に指名停止となった場合は、以後のプロポーザルに関する手続きの参加資

格を失うものとします。 

（７）提案者が本プロポーザルに要したすべての費用は当該提案者の負担とします。 

（８）令和7・8年度南相馬市入札参加有資格者名簿に登録していない者の入札参加資格審査申請の受付

方法については、「１７ 入札参加資格申請受付に関する事項」を参照してください。 

 

１７ 入札参加資格申請受付に関する事項 

（１）申請に必要な書類及び申請方法 

申請においては、「申請の手引き」を確認のうえ、申請書類を以下の（５）の担当課まで郵送して

ください。 

「申請書」及び「申請の手引き」については、南相馬市ホームページからダウンロードしてくださ

い。 

（２）申請受付期間 

令和８年２月２４日（火）から令和８年３月１２日（木）まで（必着） 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

（３）申請受付時間 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く） 

（４）申請に関する留意点 

①申請の際は、「１８歳巣立ち応援プロモーション推進業務委託公募型プロポーザル」に関する申



請書提出である旨を記載してください。 

②本プロポーザル参加に係る入札参加資格申請については、市外事業者も（２）申請受付期間に限

り受け付ける。 

③実績については、申請書提出日を基準日として作成すること。 

（５）申請の担当課及び問合せ先 

〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市総務部財政課契約係（南相馬市役所本庁舎 3階） 

電話：0244-24-5225 FAX：0244-24-5214 


